
          大垣市土地開発事業の調整に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における総合的かつ合理的な土地利用を推進し、も

って地域の秩序ある発展を図るため、土地開発事業に関して行う事業者及び

工事施行者と市との調整に係る手続及び基準について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 土地開発工事 一団の土地（土地の利用目的、利用形態、物理的形状等

からみて一体と認められる開発区域の土地をいう。）で建築物の建築又は

特定工作物の建設の用に供する目的で行う工事をいう。ただし、次の各号

のいずれにも該当する工事を除く。 

ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開

発行為を行わない工事 

イ 既存の開発区域の拡大を伴わない工事 

ウ 建築物の用途変更を伴わない建築物の増築、改築又は移転に係る工事 

エ 周辺区域の環境に特に影響を与えるおそれがない工事 

(2) 土地開発計画 土地開発工事に係る計画をいう。 

(3) 土地開発事業 土地開発計画及び土地開発工事をいう。 

(4) 開発区域 土地開発工事を行う土地の区域をいう。 

(5) 公共施設 道路、公園、上水道、下水道、緑地、広場、河川、砂防施設、

水路、貯水施設、消防施設その他の公共の用に供する施設をいう。 

(6) 公益的施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の公益

性を有する施設であって住民の共同の福祉又は利便のために必要なもの

をいう。 

(7) 事業者 土地開発事業を自ら施行し、又は請負契約その他の方法により

他人をして土地開発事業を施行させる者をいう。 

(8) 工事施行者 土地開発工事を自ら施行し、又は請負契約その他の方法に

よる事業者の求めに応じ土地開発工事を施行する者をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、開発区域の面積が１ヘクタール以上又は建設する道路の

延長が１キロメートル以上の土地開発事業その他市長が協議の必要があると

認めるものについて適用する。ただし、次に掲げるものを除く。 



(1) 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第１８条の政令で定める法

人が事業者であるもの 

(2) 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）の適用を受けるもの 

(3) 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の認可を受けて行う砂

利採取事業に係るものであって、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第

６条第１項に規定する河川区域又は同法第５４条第１項に規定する河川

保全区域において行うもの及び一時農地を転用し、砂利採取後農地に復元

するもの 

(4) 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業 

(5) 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行うもののうち、農林水産物の

生産（製造に関するものを除く。）又は集荷の用に供する目的で行う農地

の集団化若しくは農林水産施設の用に供する土地及び道路の造成並びに

これらに類するもの（土地開発事業への土砂等の供給を兼ねるものを除

く。）であって、次に掲げる者が行う土地開発事業 

ア 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条の２に規定する農地につ

いて所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有

する者 

イ 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１１条の１４

に規定する農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理事業の推進に

関する法律（平成２５年法律第１０１号）第２条第４項に規定する農

地中間管理機構 

ウ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第２章第５節の規定によ

り設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会 

エ 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）第２章第４節の規定により設立

された森林組合、同法第３章の規定により設立された生産森林組合又は同

法第４章の規定により設立された森林組合連合会 

オ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第２章第４節の規定に

より設立された漁業協同組合、同法第３章の規定により設立された漁業生

産組合又は同法第４章の規定により設立された漁業協同組合連合会 

カ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２章第１節第１款の規定に

より設立された土地改良区 

キ 国、県若しくは大垣市の補助又は県、大垣市等を通じて行う制度融資事

業により土地開発事業を施行する者 

(6) 非常災害に際し必要な応急措置として行うもの 

(7)  塩事業法（平成８年法律第３９号）第２条第２項に規定する塩製造業者、

同条第３項に規定する塩特定販売業者又は同条第４項に規定する塩卸売

業者が業務の用に供する目的で行うもの 



(8) 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第４号に規定する電

気通信事業に係るもの 

(9) 農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号）第５条第３項

第 1号に規定する工業等導入地区内において工場用地等を造成するもの 

(10)  工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第３条第１項に規定する工場立

地調査簿に登載された工場適地内において工場等を造成するもの 

(11)  鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事

業若しくは同条第５項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるもの又

は軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道若しく

は同法第３１条の規定により同法が準用される無軌条電車の用に供する

土地を造成するもの 

(12)  電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第９号に規定す

る電気事業（特定規模電気事業を除く。）の用に供する電気工作物の整備

に供する土地を造成するもの 

(13)  ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第１３項に規定するガス

工作物の用に供する土地を造成するもの 

(14)  水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第２項に規定する水道事業

若しくは同条第４項に規定する水道用水供給事業又は工業用水道事業法

（昭和３３年法律第８４号）第２条第４項に規定する工業用水道事業の用

に供する土地を造成するもの 

(15)  土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２６条第１項（同法第１３

８条第１項において準用する場合を含む。）の規定により事業の認定の告

示（他の法律により事業の認定の告示とみなされるものを含む。）がなさ

れている事業の用に供する土地を造成するもの 

(16)  独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成１６年法律第１５５号）

第４条に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構が同法第１７条

第１項第３号の事業の施設の用に供するため土地を造成するもの 

(17)  森林資源に関する基本計画（平成８年１１月２９日閣議決定）等に基づ

いて実施される林道建設事業に伴うもの 

(18)  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２２条第１項又は第２４条の規

定により、道路管理者の工事施行命令又は承認を受けて行う道路の建設事

業（他の土地開発事業と一体と認められるものを除く。）であるもの 

(19)  その他市長が不要と認めるもの 

 

（事前協議の方法） 

第４条 土地開発工事を施行しようとする事業者は、あらかじめ当該土地開発

工事に係る土地開発計画の概要について、市長に協議をするものとする。 



２ 前項の協議（以下「事前協議」という。）は、当該土地開発工事が工期を

分けて行うように計画されている場合にあっては、全体の事業計画について

行うものとする。 

３ 事前協議の申出は、土地開発事業事前協議申出書（第１号様式）を提出す

ることにより行うものとする。 

４ 市長は、前項の申出があったときは、当該事前協議に係る土地開発計画の

概要について、次に掲げる基準により審査するものとする。 

(1) 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合するものである

こと。 

(2)  公共施設及び公益的施設に関する国、地方公共団体等の整備計画に照ら

して明らかに不適当なものでないこと。 

(3)  開発区域を含む周辺区域の自然環境の保全上明らかに不適当なものでな

いこと。 

５ 事業者は、事前協議の完了前に土地開発事業事前協議申出書を取り下げる

ことができる。この場合において、事業者は、速やかに土地開発事業事前協

議取下届出書（第 2号様式）を市長に提出するものとする。 

６ 市長は、第４項の規定による審査の結果、当該土地開発計画の概要が適当

であると認めるときはその旨を、当該土地開発計画の概要が不適当であると

認めるときは当該土地開発計画を変更又は中止する旨を、それぞれ土地開発

事業事前協議の結果について(第 3 号様式)又は土地開発事業計画の変更(中

止)について(第 4号様式)により事業者に通知するものとする。 

 

（関係所管部課等との協議） 

第５条 市長は､前条第 4項の審査を行うため、別表に掲げる部課等の中から関

係所管部課等を指定し、その所管する事項について協議を行うよう、土地開

発事業者に指示するものとする。 

２ 市長は、土地開発計画の規模・位置・内容等により、別表に掲げる部課等

以外にも協議を必要と判断した場合は、関係所管部課及び関係機関を追加し

て指定し､協議の指示を行うことができるものとする。 

 

（助言及び勧告） 

第６条 市長は、事業者が第 4条第１項の規定による協議の申出をせず、又は

この要綱に基づく指導若しくは要請に応じないで土地開発事業を施行しよう

とするときは、当該事業者に対し、当該申出をし、又は当該指導若しくは要

請に応じるよう助言又は勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による助言又は勧告をするために必要があると認める

ときは、事業者に対し、報告又は資料の提供を求めることができる。 



（大垣市土地開発事業調整委員会） 

第７条 本市における土地開発事業の適正化及び円滑化を図るため、大垣市土

地開発事業調整委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 本要綱に規定する土地開発事業に係る本市意見の調整に関すること。 

(2) その他土地開発事業の調整に関する重要事項に関すること。 

３ 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。 

(1) 副市長 

(2) かがやきライフ推進部長 

(3) 生活環境部長 

(4) 経済部長 

(5) 建設部長 

(6) 水道部長 

(7) 都市計画部長 

(8) 教育委員会事務局長 

(9) 大垣消防組合消防長 

４ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には

都市計画部長をもって充てる。 

５ 委員長は、会務を総理し、必要に応じ委員会を招集及び主宰する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し､委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは､その職務を代理する。 

７ 委員長は、土地開発事業の内容及び規模等から特に支障がないと認める場

合は、各委員に書面で意見を求めること又は委員会の委員全員が出席する他

の会議における決議により、委員会の会議に代えることができる。 

８ 委員長は、必要と認めるときは、委員会に学識経験を有する者、岐阜県の

職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

９ 委員会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。 

 

（県との調整） 

第８条 開発区域が大垣市の区域以外の区域にわたる土地開発事業の事前協議

は、県との連携及び調整により行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施工期日） 

この要綱は、平成１２年１１月１日から施行する。 



（上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置） 

２ 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町土地開発事業に関

する指導要綱（平成５年７月１日制定）の規定によりなされた手続きその他

の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。    

 

附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年５月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第３条第２号の改

正規定は平成１６年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年３月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年３月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

    



附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年５月２９日から施行する。 

  

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



別表（第５条関係） 

 

土地開発事業事前協議における主な協議対象部課一覧 

 

部 課 協   議   内   容 

総 務 部 
契 約 課  ・公共用地の土地の帰属 

課 税 課  ・土地、家屋課税証明 ・建築証明 

かがやきライフ推進部  まちづくり推進課  ・自治会区域、自治会長名 ・多文化共生関係等 

生活環境部 

環 境 衛 生 課 
・公害（大気、騒音、振動）防止 ・水質保全 ・自然環境保全 

・電波障害 ・地下水関係 ・浄化槽設置等 

生 活 安 全 課 ・交通安全施設 ・交通規制標識 ・街灯 ・公安委員会協議 

クリーンセンター  ・ゴミの収集、集積場等、資源リサイクル処理等 

福 祉 部 社 会 福 祉 課 ・福祉のまちづくり条例 ・公民館、集会所 

経 済 部 

商 工 観 光 課 
・大規模小売店舗立地法 ・地元商店街関係 ・中心市街地活性化関

係 

産 業 振 興 室 ・企業立地関係 

農 林 課  ・土地改良事業 ・用水路関係 ・森林政策等 

農 業 委 員 会 ・農地転用関係 ・農業従事者証明 

建 設 部 

管 理 課  

・市道番号、路線名 ・道路、河川の管理幅員 ・官民境界関係 

・都市計画法第３２条同意 ・都市計画法第３２条協議 

・土地の帰属 ・道路、水路管理者との協議 

・道路占用許可 ・道路使用許可 ・自費工事許可 

・河川占用許可 ・河川制限行為解除 ・公共施設の用途廃止、付替 

道 路 課  
・道路関係 ・道路占用許可 ・道路使用許可 ・自費工事許可 

・道路の帰属 ・公安委員会協議 

治 水 課  
・河川関係 ・河川占用許可 ・河川制限行為解除 

・水路の帰属 ・調整池 

東海環状推進室 ・東海環状自動車道関係等 

水 道 部 
水 道 課  ・給水申込み ・水道管布設 ・消火栓設置 

下 水 道 課 ・都市計画法第３２条同意 ・都市計画法第３２条協議 ・排水基準 

都市計画部 

都 市 計 画 課 

・都市計画決定区域の土地利用 ・用途地域 ・国土利用計画法 

・公有地の拡大の推進に関する法律 ・地価公示 ・地価調査  

・都市景観条例 ・都市景観デザイン 

都 市 施 設 課 ・緑を育み生かす条例 ・公園、緑地の協議、帰属 ・都市計画街路 

市街地整備課  ・土地区画整理事業 ・地区計画 ・駅周辺整備 

建 築 課  
・開発許可等 ・建築確認 ・位置指定道路 ・建築基準法道路      

・バリアフリー 

教育委員会 

事 務 局 

庶 務 課  ・小中学校通学路 

学 校 教 育 課 ・小中学校区 ・小中学校通学路 ・青少年保護 

社会教育スポーツ課 ・青少年の健全育成 

文 化 振 興 課 ・埋蔵文化財保護 ・文化財保護法 

大 垣 

消 防 組 合 

消 防 指 令 課 ・消防水利協議 ・消火栓、防火水槽設置 ・消防法 

予 防 課  ・消防法 



第１号様式(第４条関係) 

備考 

１ 事業計画概要書は、別紙として作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 土地開発計画の概要 

  （２） 開発区域の現況（面積、土地の権利、地形等） 

  （３） 土地利用の計画（利用面積、法令による制限等） 

  （４） 事業計画（施設設置計画、自然環境の保全のための計画等） 

  （５） 環境保全計画（ゴルフ場建設事業についてのみ記載） 

２ 次に掲げる図面を添付すること。 

（１） 開発区域位置図（縮尺５０，０００分の１以上２５，０００分の１以下） 

（２） 開発区域の現況平面図（縮尺２５，０００分の１以上） 

（３） 土地利用計画図（縮尺２５，０００分の１以上） 

 

注意  上記書類の提出部数については、市長が別に指示する。 

土 地 開 発 事 業 事 前 協 議 申 出 書 

年   月   日 

大垣市長        様 

住所 
申出者 

氏名 

法人にあっては、その事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の氏名 

（電話番号       ） 

 

大垣市土地開発事業の調整に関する要綱第 4条第 1項の規定により、次のとおり協議します。 

土地開発事業名  

開発区域の位置  

事 業 の 種 別  

工事施行予定者 

住 所 氏 名 

 

工 事 予 定 期 間  

開発区域の面積  

土 地 開 発 計 画 別紙事業計画概要書のとおり 

法令等に基づく 

許認可等の手続 

の状況ああああ 

 

摘 要  



（１）土地開発計画の概要 

 

任意様式 



（２）開発区域の現況 

ア 開発区域内の地目別、所有者別の土地面積 

 

 

（注）１ 実測面積が不明の場合は、地図上で測定した面積を記載すること。 

２ 公共公益施設用地のうち、公簿の存しない法定外公共物（赤線、青線）については、公図求積

による面積を公簿面積に記入すること。 

３ その他については、欄外等に具体的に記入すること。 

区 分 

公  簿  面  積 実測面積 

自 己 

所有地 

買収予 

定面積 

地上権賃

貸借契約

済面積 

地上権賃

貸借予定

面積 

国及び地

方公共団

体所有地 

その

他 
計 割合 面積 割合 

宅 地 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ％ ㎡ ％ 

農 地 
          

山 林 
          

原 野 
          

公共

公益

施設 

赤線 
          

青線 
          

その他 
          

そ の 他 
          

計 
       

100.0  100.0 



イ 開発区域及び周辺の地形等 

（注）１ 「河川」欄は、開発区域内の雨水が１級河川へ放流されるまでの経路を流域毎に順 

を追って記載すること。 

２  「交通条件」欄は、道路のみの交通経路を順路を追って、国道、県道、市町村道、 

私道に区分して記載すること。 

３ 「既存水利権等」欄は、関係する河川について影響するすべての既存水利権を記入 

すること。 

区  分 説         明 

周辺の土地の状況 ア 市街地内  イ 市街地近辺  ウ 農村集落内  エ 農村集落近辺 

オ 農耕地内  カ 山林地内   キ その他（          ） 

標高、地層、土質 開発区域内の標高 最高地        ｍ 

地層 土質 

 

最低地        ｍ 

平均         ｍ 

樹林地の面積及び

樹種 

開発区域内の樹林地面積                      ㎡ 

（開発区域総面積の           ％）    樹 種 

河川等 開発区域面積の   ％は    ～    川（谷）～    川を経て    川へ流出 

開発区域面積の   ％は    ～    川（谷）～    川を経て    川へ流出 

開発区域面積の   ％は    ～    川（谷）～    川を経て    川へ流出 

開発区域の外周部

から近辺の集落ま

での距離 

     市町村     集落までの距離     ｍ 

     市町村     集落までの距離     ｍ 

     市町村     集落までの距離     ｍ 

交通条件    国道又は主要地方道から開発区域へ到着するまでの道路経路 

    道     線Ｗ＝     ｍ、 Ｌ＝    ｍ 

    道     線Ｗ＝     ｍ、 Ｌ＝    ｍ 

    道     線Ｗ＝     ｍ、 Ｌ＝    ｍ 

道路がない区間     Ｌ＝      ｍ、（現況地目           ） 

既存水利権等 公共の水道用水源として取水しているもの       川（谷）所在施設 

農林水産業用水源として取水しているもの       川（谷）農業用ため池の数 

                        開発区域内        か所 

                        開発区域外        か所 

その他の水源（     ）として取水しているもの     川（谷）所在施設 

近辺の公益的施設

等までの距離（小

学校、中学校まで

の距離は必ず記入

すること。） 

施設名 幼稚園 小学校 中学校 学校 保育所 公民館集会所 市町村役場 

距離 m m m m m m m 

開発区域内及び近

辺で過去に発生し

た災害の状況 

 



（３） 土地利用計画 

ア 土地利用面積                           （単位：㎡） 

 区 分 営 業 施 設 用 地 公共的施設用地 
樹 林 地 

計 
 残地森林 

面 積 ㎡             

 比 率 ％            100％ 

法

令

に

基

づ

く

制

限 

 面積             

 比率            100％ 

 面積             

 比率            100％ 

 面積             

 比率            100％ 

 面積             

 比率            100％ 

（注） 「営業施設用地」欄には、分譲用宅地、ゴルフ場のホールのほか、クラブハウス、ス

キー場のゲレンデ等、当該土地開発事業施行の主たる目的とした施設にかかる面積を記

載し、「公共的施設用地」欄には、道路、公園、緑地、広場、集会所、給水、排水等、開

発区域内で事業者が施行する施設にかかる面積を記載すること。 

 

イ 開発区域内における法令等に基づく開発行為の制限等 

区             分 規制の種別 面 積 

ア 市街化区域（都市計画法）  ㎡ 

イ 市街化調整区域（都市計画法）   

ウ  ア・イ以外の都市計画区域（都市計画法）   

エ  用途地域（都市計画法）   

オ  宅地造成工事規制区域（宅地造成等規制法）   

カ  農 地（農地法）   

キ  農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律）   

ク  土地改良事業実施区域（土地改良法）   

ケ  国・県の補助、融資に係る農業事業の実施区域   

コ 国・県の補助、融資に係る林業事業の実施区域   

サ 原生自然環境保全地域（自然環境保全法）   

シ 自然環境保全地域の特別地区（自然環境保全法）   

ス 自然環境保全地域の普通地区（自然環境保全法）   

セ  岐阜県自然環境保全地域の特別地区（岐阜県自然環境保全条例）   

ソ 岐阜県自然環境保全地域の普通地区（岐阜県自然環境保全条例）   

タ  緑地環境保全地域の特別地区（岐阜県自然環境保全条例）   

チ 緑地環境保全地域の普通地区（岐阜県自然環境保全条例）   

ツ 自然環境保全協定（岐阜県自然環境保全条例）   

テ 国立公園の特別地域（自然公園法）   

ト  国立公園の普通地域（自然公園法）   

ナ 国定公園の特別地域（自然公園法）   



区             分 規制の種別 面 積 

ニ 国定公園の普通地域（自然公園法）  ㎡ 

ヌ 県立自然公園の特別地域（岐阜県立自然公園条例）   

ネ 県立自然公園の普通地域（岐阜県立自然公園条例）   

ノ 保 安 林（森林法）   

ハ 保安施設地区（森林法）   

ヒ 保健機能森林の区域（森林の保健機能の増進に関する特別措置法）   

フ 地域森林計画対象民有林（森林法）   

ヘ 河川区域、河川保全区域（河川法）   

ホ 災害危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法）   

マ 砂防指定地（砂防法）   

ミ 地すべり防止区域（地すべり等防止法）   

ム 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律）   

メ 鳥獣保護区内の特別保護地区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律） 
  

モ 埋蔵文化財包蔵地（文化財保護法）   

ヤ 史跡名勝天然記念物（文化財保護法、岐阜県文化財保護条例）   

ユ 土採取規制区域（岐阜県土採取規制条例）   

ヨ 法定外道水路（国有財産法）   

ラ 墓地（墓地、埋葬等に関する法律）   

リ 土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律） 
  

ル 廃棄物が地下にある土地の指定区域（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律） 
  

レ 指定希少野生生物保護区（岐阜県希少野生生物保護条例）   

ロ 土壌汚染対策法   

ワ 採石法、砂利採取法   

ヲ 岐阜県埋立て等の規制に関する条例   

ン その他（規制事項を具体的に記載すること。）   

 

（注）１ 該当するものに○印を付すること。 

２ 「規制の種別」欄は、該当する制限区域の規制内容がさらに区分されている場合に、

その区分を記載すること。 

３ 「面積」欄は、実測（又は地図により測定）面積を記載すること。 

４ 「ヨ 法定外道水路」及び「ラ 墓地」にあっては、開発区域に隣接するものがあ

る場合は、その旨明記すること。 



（４）事業計画 

施 設 区 分 計  画  の  概  要 

開 
 
 

発 
 
 

区 
 
 

域 
 
 

内 
 
 

施 
 
 

設 

営

業

施

設 

分 譲 用 宅 地 区画数         １区画の面積          ㎡ 

  

  

  

  

道    路 施設の概要 

 
内 

訳 

幹 線 道 路  Ｗ＝       ｍ、     Ｌ＝      ｍ 

支 線 道 路  Ｗ＝       ｍ、     Ｌ＝      ｍ 

その他道路  Ｗ＝       ｍ、     Ｌ＝      ｍ 

公 園 ・ 広 場  ㎡ 

給   水   施   設  施設の概要 

排 水 施 設  

集水区域     ㎡分は、     川（谷）へ流末処理する 

（調整池を    ヶ所設置） 

集水区域     ㎡分は、     川（谷）へ流末処理する 

（調整池を    ヶ所設置） 

施設の概要 

防 災 施 設  

施設の概要 

公害防止のための施設  

施設の概要 

学校保育所集会所等公益的施設 施設の概要 

そ の 他 の 施 設  

施設の概要 

土 石 の 移 動  開発区域内処理  搬入する ㎥ 搬出する ㎥ 

開 

発 

区 

域 

外 

施 

設 

道
路
施
設 

種 別 名 称 改修延長 計 画 幅 員 現況幅員 事業主体 

   車 幅 全 幅   

国 ・ 県 道   ｍ ｍ   

市 町 村 道       

そ の 他       

排
水
施
設 

管 理 者 別 名 称 改修延長 構    造 事業主体 

       

       

       

施 
 

設 

そ

の

他

の 

       



自 

然

保

全

計

画 

開発区域内及び周辺の

地域の自然環境状況 
 

自然環境保全の方針 
現存自然植生の保存 

重要な動植物の保護 

緑地面積の割合  
緑 地 面 積   ㎡  

×１００＝ ％ 
開発区域総面積   ㎡  

 

（注）１ 「営業施設」欄は、分譲用宅地のほか、ゴルフ場のホール、クラブハウス、スキー

場のゲレンデ等、当該土地開発事業施行の主たる目的とした施設をできる限り分別し

て記載すること。なお、砂利採取事業等施設設置が目的でない事業の場合にあっても、

この欄に記載すること。 

２ 「防災施設」欄は、土砂崩壊、土砂流出防止、溢水、洪水その他の水災防止、干害

防止、落石防止、なだれその他の雪害防止、風害防止のための施設及び消防施設につ

いて記載すること。 

３ 「公害防止のための施設」欄は、水質汚濁防止、大気汚染防止、騒音防止、悪臭防

止等のための施設及び廃棄物処理について記載すること。 

 



（５）環境保全計画 

ア ゴルフ場概要 

概        要 備  考 

ホール数                      ホール  

面  積 Ｄｈａ 

 

内 

 

訳 

グリーン 

ティーグランド 

フェアウェー 

ラフ 

残置森林 

造成森林 

その他 

Ｄｈａ 

Ｄｈａ 

Ｄｈａ 

Ｄｈａ 

Ｄｈａ 

Ｄｈａ 

Ｄｈａ 

 

 

イ 農薬適正使用に関する環境保全対策 

（ア） 農薬適正使用に関する基本方針 

 

 

（イ） 農薬使用量の抑制を図るための方策 

区   分 内              容 

① 使用農薬の種類 

② 使用料の抑制 

③ その他 

 

 

 ウ 快適な環境の形成 

（注） ゴルフ場開発事業についてのみ記載すること。 

 

①森林の保全 

②貴重な山野草等の保護育成 

③野鳥、昆虫、魚類の生育環境づくり 

④その他 



第２号様式（第４条関係） 

 

土地開発事業事前協議取下届出書 

 

年  月  日 

 

大垣市長       様 

 

                届出者 住所 

                    

  氏名 

 

 

 

大垣市土地開発事業の調整に関する要綱第４条の規定に基づき 年 月 日

付けで提出した土地開発事業事前協議申出書について、都合により取下げしま

す。 

 

 

土地開発事業名  

取下げの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

 

      様 

 

大垣市長          印   

 

 

土地開発事業事前協議の結果について 

 

大垣市土地開発事業の調整に関する要綱第４条の規定に基づき 年 月 日

付けで事前協議の申出があった土地開発事業については、次の事項を履行する

ことに異議がなければ、各法令等の手続に関し、関係機関と協議してください。 

 

 

土地開発事業名 
 

開発区域の位置  

開発区域の面積  

事     項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第４条関係） 

第    号 

   年  月  日 

 

 

         様 

 

大垣市長          印   

 

 

土地開発事業計画の変更（中止）について 

 

大垣市土地開発事業の調整に関する要綱第４条の規定に基づき 年 月 日

付けで事前協議の申出があった土地開発事業については、次の理由により不適

当であると認められるので当該事業計画を 変更 してください。 
中止 

 
 

土地開発事業名  

開発区域の位置  

開発区域の面積  

理     由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


